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-------------------------------------------------------------------- 
★４月前半の安全管理ごよみ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
◆１日（土）～３０日（日） 
──２０歳未満飲酒防止強調月間（国税庁／厚生労働省など） 
──「ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン」準備期間（厚生労働省） 
◆７日（金） 
──世界保険デー 
◆８日（土） 
──タイヤの日 
 
※詳しくはシンク出版のＷＥＢサイト「今月の運転管理」で紹介しています。 
 
【今月の運転管理↓】 
https://www.think-sp.com/2023/03/03/kongetsu-untenkanri-2023-epr/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■安全管理法律相談 



-------------------------------------------------------------------- 
 
こちらのコーナーでは、ＷＩＬＬ法律事務所の清水伸賢弁護士が安全管理上、 
知っておかなければならない法律知識の解説や、交通事故の裁判例の紹介を交 
えながら、運転管理の疑問、質問に答えます。 
 
第１１１回「河川敷から登ってきた車両との交通事故」 
 
【質問】 
 私の事業所には野球チームがあり、週末には河川敷でバッティングや守備の 
練習をしています。ところが先日、サッカー目的で河川敷を利用していた大学 
生が練習を終え、帰宅しようと車で河川敷を登ってきたところ、同じ坂を徒歩 
で登っていた弊社の従業員に衝突してしまいました。河川敷なので道路交通法 
は適用されないと考えていますが、追突事故という事故形態からして、大学生 
の過失がかなり大きいと考えられますがいかがでしょうか？ 
 
【回答】 
 道路交通法は、原則として道路において適用される法律ですが、道路の定義 
としては、同法第２条１項１号に規定されており、［１］道路法第２条１項に 
規定する道路、［２］道路運送法第２条８項に規定する自動車道、及び［３］ 
一般交通の用に供するその他の場所をいうとされています。 
 
 河川敷に国道や県道、あるいは自動車道があれば当然道路ですし、これらの 
道がない河川敷であっても、実際に自動車等が出入りしており、［３］「一般 
交通の用に供するその他の場所」といえるのであれば、道路交通法上の道路と 
して、同法の適用があることになります。… 
 
【続きを読む↓】 
https://www.think-sp.com/2023/03/01/houritsu-111-kasenjiki-accident/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■交通事故の裁判事例 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 今回は、渋滞中の高速道路において、大型二輪車が前方の車両を左側から追 
い抜いた際に、そのさらに前方で進路変更してきた乗用車との衝突を避けよう 



と急ブレーキをかけて転倒した事故で、自宅で車いすで生活するための新築費 
用が事故の損害に当たるかが争われた事例を紹介します。 
 
『車いすで生活するための自宅新築にかかる費用と事故との因果関係を認定』 
 
【事故の状況】 
 
 平成２４年５月５日午後３時３０分ごろ、Ａは神奈川県厚木市の高速道路第 
２車線において大型二輪車を運転中、前方の車両を左側から追い抜いたところ、 
さらに前方で第３車線から車線変更してきた乗用車Ｂとの衝突を避けようとし 
て転倒しました。 
 
 この事故でＡは脊髄損傷による完全対麻痺、膀胱直腸障害、感覚障害等の後 
遺症が残り、車いすでの生活を要するようになりました。 
 
 Ａは、自宅が今のままでは車いすで生活することは不可能であり、また、リ 
フォームでも対応できないため、自宅敷地に新築せざるを得ず、新築代金から 
福祉施設を除いた形で同規模の住宅を建築する場合に要する費用を引いた差額 
約８５０万円ならびに設計費用８１万円等、計約１，２６８万円を請求しまし 
た。 
 
 Ｂは、Ａが新築するのは介護を要する高齢の父親と同居するためであるから、 
本件事故と建替えにかかる費用とは因果関係がないと主張しました。 
 
【裁判所の判断】 
 
「高齢の親との同居等が必要になる状況は一般的にもよくみられるものであり、 
特別な事情とはいえないことを踏まえると、本件事故と旧宅の改築にかかる損 
害の発生との間の因果関係は否定されないというべきである」 
 
「Ａは、新築の建築代金から福祉設備を除いた形で同規模の住宅を建築する場 
合に要する費用との差額を請求しているところ、このような請求方法は、まさ 
に車いすでの生活のために必要となった付加的部分を限定的に請求しようとす 
る正当なものということができ、そういった点も踏まえると、その付加的部分 
について、バリアフリーのみならず、車いすでの生活の利便性や快適性の確保 
を目的としたものが一部含まれるとしても、上記差額の全額をもって相当な損 



害額と認めることができる」 
 
などとして、Ａが新築に要した費用から、福祉設備を除いた形で同規模の住宅 
を建築する際に要する費用等を引いた差額約１，２６８万円を、本件事故との 
因果関係のある費用として認めました。 
 
（横浜地裁 令和２年１月９日判決） 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■今日の朝礼話題 
-------------------------------------------------------------------- 
 
『車の自然発車に注意しよう』 
 
 さる３月１０日午前８時ごろ、北海道札幌市の交差点で無人のトラックが走 
り出し、信号機の柱に衝突する事故が発生しました。 
 
 警察によると、トラックは８０ｍほど離れた坂道で無人の状態で止まってい 
たところ、突然、バックで走り出したということで、サイドブレーキがしっか 
りとかかっていなかった可能性もあるようです。… 
 
【続きを読む↓】 
https://www.think-sp.com/2023/03/16/tw-shizenhassya/ 
 
シンク出版ＷＥＢサイトでは、朝礼時や会報作成時に参考にしていただける 
「今日の朝礼話題」を毎日（弊社営業日）更新しています。 
（情報のご利用につきましては、以下「当サイトのご利用について」をご確認 
ください↓） 
https://www.think-sp.com/about/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■【新発売】小冊子「変化してきた交通情勢に対応しよう」 
-------------------------------------------------------------------- 
 
※仕様 Ｂ５判／１６ページ／カラー刷 
※価格 ８２５円（１セット＜５冊＞・税込・送料実費） 



 
 近年、スマートフォンの急速な普及や自転車によるフードデリバリーの需要 
の広がり、高齢者の増加、急激な気象状況の変化など、交通環境を取り巻く情 
勢が大きく変化してきています。 
 
 ドライバーは、このような複雑化している交通環境を頭に入れてハンドルを 
握らないと、思わぬ事故を招くことがあります。  
 
 本冊子では、ドライバーが把握しておくべき交通情勢の変化や危険性、さら 
に、実際に該当場面に遭遇した際の事故防止のポイントを豊富なイラストとと 
もにわかりやすく解説しています。 
 
 ぜひ本冊子をご活用いただき、事業所の事故防止にお役立てください。 
 
【詳しくはこちら↓】 
https://b.bme.jp/17/3971/139/1385 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■【好評発売中】 
 実技講習教材「トラック事業者のためのバック事故防止実技講習ノート」 
-------------------------------------------------------------------- 
 
※仕様 Ａ４判／３２ページ／カラー刷 
※価格 １，１００円（税込・送料実費） 
 
 本冊子は、大阪香里自動車教習所で実際に行われているバック事故防止講習 
を、各事業所でも実施できるようにした実技講習ノートです。 
 
 本冊子に沿って講習を実施いただくことで、「運転する車の大きさを正確に 
知る」「あいまいな車両感覚を正確に知る」「車は急には止まらない」などの 
運転の基本をドライバーに再確認させることができます。 
 
 ぜひバック事故を始めとした、さまざまな交通事故の防止にお役立てくださ 
い。 
 
【詳しくはこちら↓】 



https://bit.ly/3ZxJdYd 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■【好評発売中】冊子「安全運転管理者のための酒気帯び確認の手引」 
-------------------------------------------------------------------- 
 
※仕様 Ａ４判／１６ページ／カラー刷 
※価格 １，１００円（１セット＜５冊＞・税込・送料実費） 
 
 道路交通法施行規則の改正（２０２２年４月１日）により、新たに安全運転 
管理者の業務として、運転前・運転後の「酒気帯び有無」の確認とその記録、 
記録の保存、並びにアルコール検知器を使用したチェックが義務づけられまし 
た。 
 
 本冊子は、運転者に酒気帯び確認をする方法のポイントや、アルコール依存 
症の危険、酒気帯び運転違反等の罰則・処分などを、イラストや図表を豊富に 
用いてわかりやすく解説します。 
 
 ぜひ事業所の酒気帯び確認に関する管理者業務の参考にお役立てください。 
 
【詳しくはこちら↓】 
https://bit.ly/3EUkp3a 
 
-------------------------------------------------------------------- 
【事故防止メルマガ「Ｔｈｉｎｋ」のバックナンバーはこちら↓】 
https://goo.gl/duF5ws 
 
本メールマガジンは、名刺交換をさせていただいた方々にも送信させていただ 
いております。今後、メールマガジンの購読を希望されない場合は、お手数で 
すが下記アドレスまでご連絡をいただきますようお願いいたします。 
 
（令和５年３月１６日送信） 
 
※本メールは「ＭＳゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 
 
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 
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